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１

１

ペ
ー
ジ

監
査
委
員
公
告

監
査
結
果
公
告
1
6
号

平
成
1
7
年
３
月
２
日
付
け
で
提
出
さ
れ
た
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年

法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
を
実
施
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
1
7
年
４
月
2
7
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
安
　
□
正
　
義

秋
田
県
監
査
委
員
　
菅
　
原
　
龍
　
典

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
7
年
３
月
２
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
正
　
和

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
山
田
代
表
監
査
委
員
は
、
平
成
1
6
年
５
月
1
8
日
の
退
庁
時
に
「
自
・
県
総
合
庁
舎
。
至
・

南
通
亀
の
町
、
3
,0
7
0
円
」
等
と
記
入
し
た
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
使
用
し
、
秋
田
県
か
ら
タ

ク
シ
ー
会
社
に
対
し
同
額
を
支
出
さ
せ
た
。
秋
田
市
の
「
南
通
亀
の
町
」
は
同
監
査
委
員
が

住
む
県
公
舎
が
あ
る
場
所
で
あ
る
。

右
監
査
委
員
が
登
退
庁
時
に
要
す
る
公
舎
ま
で
の
タ
ク
シ
ー
片
道
料
金
は
通
常
1
,0
0
0
円
～

1
,0
9
0
円
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
特
別
に
高
額
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
県
生
連
が
監
査
委
員
事
務

局
を
通
し
て
そ
の
理
由
の
説
明
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
「
茨
島
に
あ
る
某
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で

買
い
物
を
す
る
た
め
に
寄
り
道
を
し
た
も
の
」
と
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
（
今
年
２
月
1
4

日
）
。

県
生
連
調
査
（
事
実
証
明
書
）
に
よ
る
と
、
平
成
1
5
年
以
来
、
代
表
監
査
委
員
が
退
庁
時

に
使
用
し
た
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
で
通
常
料
金
を
３
分
の
１
以
上
超
過
し
て
い
る
も
の
は
本

件
を
含
め
て
４
件
存
在
す
る
。

（
２
）
右
「
寄
り
道
」
の
１
年
前
に
は
当
時
の
副
知
事
が
退
庁
時
に
公
用
車
を
使
っ
て
パ
チ
ン
コ

や
理
髪
店
に
「
寄
り
道
」
し
、
県
監
査
委
員
は
請
求
人
ら
の
住
民
監
査
請
求
に
対
し
て

（
元
）
副
知
事
の
行
為
を
厳
し
く
糾
弾
し
、
1
5
年
６
月
2
5
日
に
賠
償
を
勧
告
し
て
い
る
。

す
る
と
、
こ
の
監
査
を
主
導
し
た
代
表
監
査
委
員
は
、
私
用
に
よ
る
タ
ク
シ
ー
使
用
を
公

金
で
支
払
う
こ
と
に
な
ん
ら
の
疑
問
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
県
生
連
は
本
年
１
月
1
2
日
に
本
件
へ
の
疑
念
を
伝
え
、
そ
の
理
由
を
質
し
た
後
に
、

代
表
監
査
委
員
が
自
ら
県
民
に
対
し
説
明
や
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
期
待
し

て
推
移
を
見
守
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
日
ま
で
な
ん
ら
の
行
動
も
な
い
こ
と
は
、
本
件

に
つ
い
て
未
だ
に
な
ん
ら
の
問
題
意
識
も
も
っ
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
請

求
人
と
し
て
は
、
や
む
な
く
本
件
請
求
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
パ
チ
ン
コ
で
あ
れ
買
物
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ゴ
ル
フ
で
あ
れ
、
公
私
の
区
別
な
く
公
用
車

や
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
使
う
こ
と
の
本
質
に
変
わ
り
は
な
い
。
公
金
の
厳
正
な
執
行
を
監

視
す
る
べ
き
代
表
監
査
委
員
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
監
査
に
対
す
る
県
民
の
信
頼
を
大
き

く
損
な
う
も
の
で
あ
る
。
元
副
知
事
に
続
き
、
知
事
や
代
表
監
査
委
員
と
い
う
よ
う
に
県
最

高
幹
部
ら
が
相
次
い
で
こ
の
よ
う
な
乱
脈
を
行
う
こ
と
は
県
民
と
し
て
驚
き
と
怒
り
を
禁
じ

え
な
い
。

つ
い
て
は
、
事
実
証
明
記
載
の
４
件
の
各
支
出
に
つ
い
て
監
査
を
行
い
、
目
的
外
使
用
等

の
支
出
に
つ
い
て
関
係
者
に
賠
償
を
行
う
等
の
勧
告
を
求
め
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要

件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

た
だ
し
、
平
成
1
6
年
３
月
１
日
以
前
に
支
出
さ
れ
た
タ
ク
シ
ー
使
用
料
に
関
す
る
請
求
は
、

法
第
2
4
2
条
第
２
項
で
定
め
る
１
年
の
期
間
を
経
過
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
た
だ

し
書
の
「
正
当
な
理
由
」
が
あ
る
と
判
断
す
べ
き
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

受
理
し
な
い
こ
と
と
し
た
。

第
２
　
監
査
委
員
の
除
斥
　

監
査
委
員
山
田
昭
郎
は
、
法
第
1
9
9
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥
し
た
。
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第
３
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
の
対
象
事
項

代
表
監
査
委
員
の
登
退
庁
時
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
使
用
に
関
し
、
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の

支
出
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。

２
　
監
査
対
象
課

監
査
委
員
事
務
局

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
7
年
３
月
９
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
が
、
請
求
人
か
ら
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
な
か
っ
た
。

第
４
　
監
査
の
結
果

１
　
事
実
関
係
の
確
認

（
１
）
監
査
委
員
の
職
に
つ
い
て

監
査
委
員
は
、
法
第
1
8
0
条
の
５
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
の
執
行
機
関
の
一
つ
と

し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
特
別
職
で
あ
る
。

監
査
委
員
に
は
、
法
に
よ
り
特
定
の
職
と
の
兼
職
等
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
直
接
の

利
害
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
除
斥
規
定
も
あ
り
、
公
正
不
偏
な
監
査
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
現
在
、
監
査
委
員
は
常
勤
２
名
（
内
１
名
は
代
表
監
査
委
員
）
、
非
常
勤
２
名

（
議
会
選
出
）
の
４
名
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
監
査
委
員
の
登
退
庁
等
の
移
動
方
法
に
つ
い
て

ア
　
公
用
車
の
使
用

監
査
委
員
事
務
局
に
は
公
用
車
と
し
て
、
ト
ヨ
タ
ク
ラ
ウ
ン
（
秋
田
3
0
0
せ
8
7
0
1
）
１

台
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

定
期
監
査
等
の
実
施
に
伴
う
監
査
委
員
の
出
張
に
公
用
車
を
使
用
し
て
い
る
ほ
か
、
常

勤
の
監
査
委
員
の
登
退
庁
時
に
は
、
公
用
車
に
よ
る
送
迎
を
行
っ
て
い
る
。

イ
　
上
記
ア
以
外
の
場
合

監
査
委
員
事
務
局
の
公
用
車
の
都
合
が
つ
か
な
い
場
合
は
、
管
財
課
所
管
の
公
用
車
を

使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
管
財
課
の
公
用
車
に
も
空
き
が
な
い
場
合
は
タ
ク
シ
ー

を
使
用
し
て
い
る
。

な
お
、
常
勤
監
査
委
員
に
は
知
事
等
の
給
与
お
よ
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
1
年

1
0
月
1
5
日
秋
田
県
条
例
第
3
3
号
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
る
通
勤
手
当
は
支
給
さ
れ
て
い
な

い
。

（
３
）
タ
ク
シ
ー
使
用
の
手
続
き
等
に
つ
い
て

ア
　
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
交
付
手
続
き
等
　

タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
に
関
し
て
は
、「
営
業
車
使
用
チ
ケ
ッ
ト
交
付
事
務
取
扱

要
綱
」
第
２
の
規
定
に
よ
り
、
本
庁
に
あ
っ
て
は
会
計
課
が
秋
田
ハ
イ
タ
ク
興
業
株
式
会

社
と
の
間
で
利
用
方
法
及
び
代
金
支
払
い
等
の
契
約
を
取
り
交
わ
す
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
交
付
に
あ
た
っ
て
は
、
同
要
綱
第
３
の
規
定
に
よ
り
、
タ
ク
シ

ー
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
各
課
（
室
、
局
）
の
長
は
、
会
計
課
に
交
付
申
請
し
、
チ
ケ
ッ

ト
の
交
付
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
経
費
に
つ
い
て
は
、
同
要
綱
第
４
の
規
定
に
よ
り
、
チ
ケ
ッ
ト
冊
の
代
金
及
び

タ
ク
シ
ー
使
用
料
に
つ
い
て
、
各
課
（
室
、
局
）
の
負
担
と
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
管
理

タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
使
用
す
る
際
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
「
公
務
遂
行
に
伴
う
営
業

車
の
使
用
に
つ
い
て
」（
平
成
８
年
１
月
2
9
日
人
ー
1
3
9
7
・
財
ー
5
4
9
・
会
ー
3
9
6
・
管
ー

1
0
7
0
総
務
部
長
・
出
納
局
長
通
知
）
３
□
の
規
定
に
よ
り
、
タ
ク
シ
ー
を
使
用
す
る
た

め
に
職
員
等
へ
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
交
付
す
る
際
、
「
営
業
車
使
用
チ
ケ
ッ
ト
受
払

簿
」
に
よ
り
、
使
用
年
月
日
、
使
用
者
名
、
用
務
、
乗
車
区
間
等
を
明
記
し
、
そ
の
使
用

管
理
を
厳
正
に
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
会
計
事
務
の
適
正
な
執
行
に
つ
い
て
」（
平
成
８
年
１
月
2
9
日
財
ー
5
6
5
・

会
ー
4
1
1
財
政
課
長
・
会
計
課
長
通
知
）
２
の
規
定
に
よ
り
、
「
営
業
車
使
用
チ
ケ
ッ
ト

受
払
簿
」
と
は
別
に
、
使
用
済
み
チ
ケ
ッ
ト
を
貼
付
し
た
「
営
業
車
使
用
チ
ケ
ッ
ト
整
理

簿
」
を
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
タ
ク
シ
ー
使
用
料
の
支
払
い
手
続
き

タ
ク
シ
ー
使
用
料
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、
秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
3
9
年
２
月
2
5
日

秋
田
県
規
則
第
４
号
）
第
8
5
条
第
２
項
第
1
0
号
の
規
定
に
よ
り
、
支
出
負
担
行
為
兼
支
出

命
令
書
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
、
タ
ク
シ
ー
使
用
後
、
契
約
先
で
あ
る
秋
田
ハ
イ
タ
ク

興
業
株
式
会
社
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
会
計
課
の
審
査
を
経
た
う
え
で
１
ヶ
月
分
を
翌

月
に
ま
と
め
て
支
払
っ
て
い
る
。

な
お
、
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
に
は
一
連
の
番
号
が
付
さ
れ
て
お
り
、
不
明
チ
ケ
ッ
ト
の

発
生
防
止
な
ど
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
状
況
に
つ
い
て

監
査
の
対
象
と
し
た
監
査
委
員
事
務
局
に
お
け
る
、
平
成
1
6
年
３
月
２
日
以
降
の
支
出
に

か
か
る
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

チ
ケ
ッ
ト
番
号

3
4
1
6
4
9

使
用
年
月
日

1
6
.3
.5

使
用
者
名

代
表
監
査
委
員

用
務

退
庁

乗
車
区
間

県
庁
～
ア
ト
リ
オ
ン

使
用
料
金

1
,0
9
0
円

支
払
年
月
日

1
6
.4
.2
0

（
３
）



平成17年 4月27日（水曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

３

（
５
）
平
成
1
6
年
５
月
1
8
日
の
タ
ク
シ
ー
使
用
に
つ
い
て

請
求
に
あ
る
同
日
の
代
表
監
査
委
員
の
退
庁
に
際
し
て
、
監
査
委
員
事
務
局
並
び
に
管
財

課
公
用
車
の
都
合
が
付
か
な
い
た
め
、
県
総
合
庁
舎
か
ら
南
通
亀
の
町
（
公
舎
）
ま
で
の
乗

車
区
間
と
し
て
、
監
査
委
員
事
務
局
か
ら
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
を
発
し
て
い
る
。

使
用
料
金
3
,0
7
0
円
に
つ
い
て
は
、
秋
田
ハ
イ
タ
ク
興
業
株
式
会
社
か
ら
の
平
成
1
6
年
５
月

分
の
タ
ク
シ
ー
使
用
料
金
の
請
求
（
５
件
分
7
,0
7
0
円
）
を
受
け
、
平
成
1
6
年
６
月
４
日
支
出

負
担
行
為
兼
支
出
命
令
を
発
議
・
決
裁
の
う
え
６
月
1
8
日
に
支
払
い
し
て
い
る
。

２
　
監
査
委
員
事
務
局
の
説
明

（
１
）
平
成
1
6
年
５
月
1
8
日
の
タ
ク
シ
ー
使
用
に
つ
い
て

代
表
監
査
委
員
に
当
日
の
タ
ク
シ
ー
使
用
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
「
時
間
も

経
過
し
て
お
り
、
記
憶
が
曖
昧
で
断
言
で
き
な
い
。
乗
車
す
る
タ
ク
シ
ー
に
よ
っ
て
は
経
路

の
違
い
や
渋
滞
す
る
場
合
も
あ
る
た
め
一
概
に
い
え
な
い
が
、
通
常
時
の
乗
車
料
金
よ
り
大

幅
な
超
過
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
立
ち
寄
り
し
た
と
思
わ
れ

る
。
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
２
）
措
置
請
求
に
対
す
る
考
え
方

代
表
監
査
委
員
か
ら
は
、
公
務
の
予
定
や
、
特
段
の
事
情
が
あ
っ
て
経
路
を
逸
脱
す
る
必

要
が
あ
っ
た
と
の
申
し
出
は
な
く
、
請
求
の
あ
っ
た
タ
ク
シ
ー
利
用
に
つ
い
て
は
、
特
段
の

事
情
も
な
い
こ
と
か
ら
、
通
常
の
退
庁
経
路
を
逸
脱
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

監
査
委
員
事
務
局
と
し
て
も
タ
ク
シ
ー
使
用
に
か
か
る
公
金
支
出
の
際
に
は
厳
格
な
対
応

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
内
部
牽
制
が
有
効
に
機
能
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、

タ
ク
シ
ー
使
用
の
廃
止
も
含
め
検
討
し
た
い
。

今
後
は
、
職
責
に
疑
念
を
も
た
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
綱
紀
の
粛
正
に
努
め
る
と
と
も

に
、
監
査
に
期
待
さ
れ
る
役
割
と
責
任
を
十
分
に
果
た
し
、
県
民
の
信
頼
回
復
を
図
っ
て
参

り
た
い
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

平
成
1
6
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月
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は
、
「
買
い
物
を
す
る
た
め
の
寄
り
道
に
、
通
常
料
金
を
大
幅
に
超
過
す
る
金
額
を
公
金
で
支

出
し
た
こ
と
は
、
公
私
混
同
も
甚
だ
し
く
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
監
査
委
員
事
務
局
は
、
「
時
間
も
経
過
し
て
お
り
断
言
で
き
な
い
が
、
通

常
よ
り
過
大
な
料
金
に
な
っ
た
こ
と
は
、
代
表
監
査
委
員
が
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
立
ち
寄
っ
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

本
件
に
お
け
る
タ
ク
シ
ー
使
用
に
つ
い
て
は
、
公
用
車
と
同
様
、
公
用
以
外
に
使
用
す
る
こ

と
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
費
用
も
最
少
に
抑
え
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
。

よ
っ
て
、
当
該
タ
ク
シ
ー
使
用
は
登
退
庁
と
い
う
公
用
目
的
か
ら
逸
脱
し
た
不
適
正
な
使
用

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
平
成
1
6
年
５
月
1
8
日
退
庁
時
に
使
用
し
た
タ
ク
シ
ー
料
金
に
つ
い
て
、

返
還
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。

措
置
状
況
に
対
す
る
回
答
期
限
は
平
成
1
7
年
５
月
2
0
日
と
す
る
。

な
お
、
代
表
監
査
委
員
の
職
に
あ
る
者
が
こ
の
よ
う
な
結
果
を
招
き
、
県
民
に
不
信
を
与
え

た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
今
後
は
十
分
留
意
し
職
務
に
臨
む
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
と

と
も
に
、
監
査
委
員
事
務
局
に
お
い
て
公
用
車
使
用
の
規
定
に
つ
い
て
見
直
し
、
タ
ク
シ
ー
の

使
用
に
つ
い
て
も
公
用
車
に
準
じ
適
正
な
事
務
執
行
の
徹
底
を
図
る
こ
と
を
望
む
。
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